
国土交通省自動車局では、令和２年４月に告示した「標準的な運賃」の活用状況等につい

て、トラック運送事業者及び荷主企業を対象にアンケート調査を実施しました。この度、調査結

果をとりまとめましたので公表します。 

ｓｄｆあｓｄｆ  
 

令和５年５月１２日 

自動車局貨物課 
 

「標準的な運賃」に係る実態調査結果の公表 

～ 「標準的な運賃」の浸透・活用状況等について調査を実施 ～ 

平成３０年に公布された「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」（平成３０

年法律第９６号）に基づき、運賃交渉力の弱いトラック事業者の適正な運賃収受を支援

するため、令和２年４月に「標準的な運賃」を告示しました。 

今般、トラック運送事業者における制度の活用状況などの把握を行うことを目的とし

て、原価計算の実施状況、標準的な運賃の運賃交渉への活用状況、交渉の結果等につい

て、アンケート調査を実施し、結果を取りまとめましたのでお知らせします。 

【調査結果の概要】 

１．調査期間 

令和５年２月７日～３月３１日 

２．調査方法 

事業者及び荷主に対するアンケート 

３．調査対象 

公益社団法人全日本トラック協会の会員事業者 及び ホワイト物流推進運動に

おいて把握した荷主企業 

４．調査結果（概要） 

○ 回答した事業者のうち、令和３年度は、運賃交渉を実施した事業者は約 52％、こ

のうち荷主から一定の理解が得られた事業者が約 33％。即ち、事業者全体のうち

運賃交渉について荷主から一定の理解を得られた事業者は約 15％であった。 

○ 今回の調査（令和４年度）では、運賃交渉を行ったトラック事業者は約 69％、こ

のうち荷主から一定の理解を得られた事業者は約 63％。即ち、事業者全体のうち

運賃交渉について荷主から一定の理解を得られた事業者は約 43％であった。 

○ 令和２年度の初めに「標準的な運賃」を告示して以降、２年目の令和３年度に運

賃交渉について荷主の理解を得られた事業者は約 15％であったものが、３年目の

令和４年度に約 43％と約３倍増となったことは一定の成果。 

○ しかしながら、未だ半分以下にとどまっており、成果としては道半ば。 

○ なお、回答した事業者の約 76％が「標準的な運賃」の延長を希望（現行制度は令

和６年３月末までの時限措置）。 

※ 詳細については、別紙をご覧ください。 

 

【問い合わせ先】 

国土交通省自動車局貨物課 武藤・横山 

TEL：03-5253-8111（内線：41333）、03-5253-8575（直通） 



標準的な運賃に係る実態調査結果の概要（令和４年度）

○令和２年４月に告示された「標準的な運賃」について、浸透・活用状況等の実態を把握する
ことを目的として、（公社）全日本トラック協会の会員事業者を対象とした調査を実施

○期間：令和５年２月７日～３月３１日、 回収率：８．５％（回収票数４，４０１票÷対象者数５１，６５７者）

３１％
（１，３６９者）

１０％
（３１５者）

８％
（２２９者）

１４％
（４２６者）

標準的な運賃を提
示している

標準的な運賃を考慮した
自社運賃を提示している

新たな運賃は提示していない
（既存の自社運賃を継続）

希望額を収受できた 一部収受できた

交渉自体に応じてもらえなかった

交渉中

６９％

その他

６３％

３３％
（９９１者）

２１％
（９３９者）

２７％
（１，１９９者）

３０％
（９１７者）

運
賃
交
渉
の
実
施

荷
主
の
理
解

n=4，401

n=3，032

具体的な値上げ額や
値上げ率を提示している

２０％
（８９４者）

収受できなかった

５％
（１５４者）

全体の７６％が「標準的な運賃」制度の延長を希望（現行制度は令和６年３月末までの時限措置）
荷主との交渉に活用しやすい（2,564件）、運賃の下支えになる（1,517件）
原価計算の参考となる（1,104件）、自社の経営判断に活用できる（780件）他

【主な意見】
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（参考） 標準的な運賃に係る実態調査結果の概要（令和３年度）

○令和２年４月に告示された「標準的な運賃」について、浸透・活用状況等の実態を把握する
ことを目的として、（公社）全日本トラック協会の会員事業者を対象とした調査を実施

○期間：令和４年１月２８日～３月３１日、 回収率：５．９％（回収票数２，４０６票÷対象者数４０，４６８者）

４８％
（８８４者）

４０％
（３７３者）

２５％
（２３５者）

２％
（２０者）

標準的な運賃を
提示している

標準的な運賃を考慮した
自社運賃を提示している

新たな運賃は提示していない
（既存の自社運賃を継続）

理解を
得られた

一定の理解を
得られた 現在交渉中

理解を
得られなかった

５２％

その他

３３％

２７％
（２５２者）

１７％
（３１０者）

３５％
（６３０者）

６％
（５９者）

運
賃
交
渉
の
実
施

荷
主
の
理
解

n=１，８２４
（原価計算を「現在計算中で

ある」と回答した事業者を除く）

n=９４０
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令和2年4月に告示を行った「標準的な運賃」について、浸透・活用状況等の実態を把握することを目的として、
令和5年2月7日から令和5年3月31日の期間で調査を実施。

標準的な運賃に係る実態調査結果について

一般貨物自動車運送事業者

調査対象 公益社団法人全日本トラック協会の
会員事業者

回収票数 4,401 票

対象者数 51,657 者
※令和5年2月2８日時点

回収率 8.5 %

荷主

WEBアンケート調査概要

ホワイト物流推進運動において把握した
荷主企業

150 票

486 票

30.9 %
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20%

59%

21%
(n=4401)

標準的な運賃の原価計算方法を考
慮して原価計算を実施した
自社独自の方法で原価計算を実施
した
原価計算を実施していない

原価計算の実施状況

1,904 
43%

1,771 
40%

698 
16%

28 
1%

(n=4401)

「標準的な運賃」の金額や原価計算の方法を理解している
「標準的な運賃」の金額のみ理解している
「標準的な運賃」という名称のみ知っている・聞いたことがある
その他

「標準的な運賃」の認知状況

標準的な運賃に係る実態調査結果について（一般貨物自動車運送事業者）

調査結果：認知状況

標準的な運賃の認知状況は、「金額を知っている」
(40%)、「原価計算の方法を理解している」(43%)、
全体で83%。
（R3年度:「金額を知っている」43％、「原価計算の
方法を理解している」33%、全体76％）

標準的な運賃 届出までのプロセス

STEP１ 標準的な運賃制度を理解する

STEP２ 自社で運賃を計算する

STEP３ 荷主と運賃を交渉する

STEP４ 運賃の事後届出を行う

調査結果：原価計算の実施状況

「原価計算を実施した」事業者は79％
（R3年度32%）

「原価計算を実施していない」事業者は21%
（同68％（「計算中」含む））

「原価計算を実施していない」とした939社の内、390社は「やり方がわからない」と回答
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標準的な運賃に係る実態調査結果について（一般貨物自動車運送事業者）

・荷主に対して行った交渉実施状況を調査。

・６９％の事業者が運賃交渉を実施（R3年度52％）

・交渉を実施していない理由としては、「契約打ち切り
の恐れ」、「荷主の経営状況を考慮」が多い。

標準的な運賃 届出までのプロセス

STEP１ 標準的な運賃制度を理解する

STEP２ 自社で運賃を計算する

STEP３ 荷主と運賃を交渉する

STEP４ 運賃の事後届出を行う

調査結果：運賃交渉の「実施状況」

21.3%

27.2%
20.3%

31.1%

交渉実施状況
標準的な運賃（告示運賃）を提示した

標準的な運賃又は自社独自の原価計算に基づく自社運賃
を提示した
具体的に値上げ額や値上げ率を提示している

新たな運賃は提示していない（既存の自社運賃を継続）
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標準的な運賃に係る実態調査結果について（一般貨物自動車運送事業者）

事業者において見直すべきとした契約について、荷主に対
して行った交渉結果を調査。

【交渉実施結果】
・全体では、「希望額の収受」又は「一部収受」が63％。

（R3年度33%）

・「標準的な運賃」「原価計算実施事業者」の提示では、64％
前後が「希望額の収受」又は「一部収受」。

・「具体的な値上げ額や値上げ率」の提示では、57.5％が「希
望額の収受」又は「一部収受」。「収受できなかった」「交
渉に応じてもらえなかった」が約２割と高い傾向。

標準的な運賃 届出までのプロセス

STEP１ 標準的な運賃制度を理解する

STEP２ 自社で運賃を計算する

STEP３ 荷主と運賃を交渉する

STEP４ 運賃の事後届出を行う

調査結果：運賃交渉の「結果」

30.2%

31.5%

30.1%

28.2%

32.7%

32.6%

33.1%

29.3%

10.4%

11.4%

10.2%

8.9%

5.1%
4.1%

4.9%
8.9%

7.6%

6.5%

7.5%

10.8%

14.1%

14.0%

14.1%

13.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

「標準的な運賃」（告示運賃）

「標準的な運賃」または「自社独自の原価を基にした運賃」

具体的に値上げ額や値上げ率を提示

標準的な運賃（告示運賃）に対する荷主の対応状況

希望額を収受できた 希望額ではないが、一部収受できた
収受できなかった 提示したものの、交渉自体に応じてもらえなかった
交渉中 その他
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標準的な運賃に係る実態調査結果について（一般貨物自動車運送事業者）

76％が「標準的な運賃」制度の延長を希望

「標準的な運賃」の活用意向
【主な意見】

荷主との交渉に活用しやすい（2,564件）
・実勢運賃よりの高い水準だが、交渉に有利な材料となる。
・現状での認知は高くないが、業界外も含め、継続する
ことで認知も高まる。

運賃の下支えになる（1,517件）
・国土交通省による支援として安心できる。

原価計算の参考となる（1,104件）

自社の経営判断に活用できる（780件）

その他
・社内調整や荷主との良好な関係の継続など手探りで進め
ており、まだ時間が必要。

・荷主の理解度が、まだ低い。
・コロナ禍の影響で交渉ができなかった。
・荷主の理解が得られても、荷主の経営状況から改定が
困難なケースもあり、延長が必要。

・景気が回復した際に荷主から値下げ交渉される可能性も
あり、その対策としても有効。

3,328 
76%

1,073 
24%

(n=4401)

延長を希望する 延長を希望しない

標準的な運賃の告示制度の延長意向
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（参考） 事業規模ごとの傾向

認知、原価計算実施状況共に「小規模事業者」に低い傾向。
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5台以下(n=357)
6～10台(n=765)

11～20台(n=1184)
21～30台(n=714)
31～50台(n=670)

51～100台(n=502)
101台以上(n=209)

「標準的な運賃」の認知状況 (n=4401)

「標準的な運賃」の金額や原価計算の方法を理解している 「標準的な運賃」の金額のみ理解している 「標準的な運賃」という名称のみ知っている・聞いたことがある その他
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

5台以下(n=357)
6～10台(n=765)

11～20台(n=1184)
21～30台(n=714)
31～50台(n=670)

51～100台(n=502)
101台以上(n=209)

原価計算の実施状況 (n=4401)

標準的な運賃の原価計算方法を考慮して原価計算を実施した 自社独自の方法で原価計算を実施した 原価計算を実施していない



（参考） 標準的な運賃に係る実態調査結果について（荷主）

・標準的な運賃を「知っ
ている」と回答した荷主
企業について、標準的な
運賃という名称のみでな
く「金額を知っている」、
「原価計算の方法を理解
している」と回答した荷
主企業は74%。
（R3年度74％）

標準的な運賃 届出までのプロセス

STEP１ 標準的な運賃制度を理解する

STEP２ 自社で運賃を計算する

STEP３ 荷主と運賃を交渉する

STEP４ 運賃の事後届出を行う

・運送事業者から「新たな
運賃を提示されたことがあ
る」と回答した荷主企業は
61％。
（R3年度31％）
・提示された「新たな運賃
を受け入れた」(「新たな運
賃を受け入れた」、「新た
な運賃について一定程度受
け入れた」)荷主企業は91％
（R3年度62%）

27%

44%

3%

26%

0%
金額や原価計算の方法などすべて理解している

「標準的な運賃」の金額についてのみ理解している

原価計算の方法についてのみ理解している

「標準的な運賃」という名称のみ知っている・聞いたことがある

その他 調査結果：運賃交渉の状況

調査結果：認知状況

5%

47%

9%

39%

事業者からの運賃提示状況（n=121）

標準的な運賃を提示されたことがある

標準的な運賃を考慮した運賃を提示されたことがある

標準的な運賃、標準的な運賃を考慮した運賃のどちらも
提示されたことがある
新たな運賃は提示されたことはない 9


